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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバとクライアントとを備える地図表示システムであって、
　前記サーバは、複数の地図データ領域に分割された地図データと、地物図形を定義する
地物図形データとを記録する情報記録手段を備え、
　前記地図データは、地物を示す地物表示を有し、
　前記地物図形は、地図上における地物表示と同じ位置に同じ形状で表示される図形であ
って、
　前記地物図形データは、地物図形の頂点の座標により地物図形を定義するデータであっ
て、地図データ領域に少なくとも一部が含まれる地物表示の地物図形データが地図データ
領域とあらかじめ関連付けられ、
　情報記録手段は、地物に関連する地物情報を記録し、
　前記クライアントは、
　　前記サーバから前記地図データと前記地物図形データとを受信し、地物を示す地物表
示を有する地図と前記地物表示に対応する地物図形とを同時に表示する地図表示部と、
　　前記地図表示部に表示された地物図形のうちユーザにより選択された地物図形を取得
する地物選択手段と、
　地物に関連する情報である地物情報を表示する地物情報表示部とを備え、
　　前記地物情報表示部は、前記地図と重複しない位置に表示され、前記地物図形が選択
されたとき、選択された地物図形に対応する地物に関連する地物情報を前記サーバから読
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み出して表示し、
　前記地図表示部は、未だ受信していない地図データ及び地物図形データに含まれる地図
と地物図形とを表示するとき、表示しようとする地図に少なくとも一部が含まれる地図デ
ータ領域の地図データと、地図データ領域に関連付けられている地物図形データとのうち
未だ受信していない地図データ及び地物図形データを前記サーバから受信して、地図と地
物図形とを表示する地図表示システム。
【請求項２】
　前記クライアントは、前記地物情報表示部に表示された地物情報を選択する地物情報選
択手段と、
　前記地物情報表示部に表示された地物情報に関連する詳細地物情報を表示する地物情報
詳細表示部とをさらに備え、
　前記地物情報詳細表示部は、前記地物情報が選択されたとき、選択された地物情報に関
連する詳細地物情報を表示する請求項１に記載の地図表示システム。
【請求項３】
　前記地物情報は相互に関連する複数の階層を有し、
　前記地物情報表示部は、前記地物図形が選択されたとき、選択された地物図形に対応す
る地物に関連する地物情報のうち最上階層の地物情報を表示する請求項１に記載の地図表
示システム。
【請求項４】
　前記クライアントは、前記地物情報表示部に表示された地物情報のうちユーザにより選
択された地物図形を取得する地物情報選択手段と、
　前記地物情報表示部に表示された最上階層の地物情報よりも下の階層の地物情報を表示
する地物情報詳細表示部とをさらに備え、
　前記地物情報詳細表示部は、前記地物情報が選択されたとき、選択された地物情報より
も下の階層の地物情報を表示する請求項３に記載の地図表示システム。
【請求項５】
　前記最上階層の地物情報は、前記地物図形に対応する建築物に関する情報であり、最上
階層の地物情報よりも下の階層の地物情報は前記建築物が有する施設に関する情報である
請求項４に記載の地図表示システム。
【請求項６】
　サーバとクライアントとにより実行される地図表示プログラムであって、
　前記サーバが、複数の地図データ領域に分割された地図データと、地物図形を定義する
地物図形データと、地物図形に対応する地物に関連する地物情報を記録する情報記録ステ
ップと、
　前記地図データは、地物を示す地物表示を有し、前記地物図形は、地図上における地物
表示と同じ位置に同じ形状で表示される図形であって、前記地物図形データは、地物図形
の頂点の座標により地物図形を定義するデータであって、地図データ領域に少なくとも一
部が含まれる地物表示の地物図形データが地図データ領域とあらかじめ関連付けられ、
　前記クライアントが、前記サーバから前記地図データと前記地物図形データとを受信し
、地物を示す地物表示を有する地図と前記地物表示に対応する地物図形とを同時に表示す
る地図表示ステップと、
　前記クライアントが表示した地物図形のうちユーザにより選択された地物図形を取得す
る地物選択ステップと、
　前記地物図形がユーザにより選択されたとき、前記クライアントが、選択された地物図
形に対応する地物に関連する地物情報を前記サーバから読み出して表示する地物情報表示
ステップと、
　前記クライアントが、未だ受信していない地図データ及び地物図形データに含まれる地
図と地物図形とを表示するとき、表示しようとする地図に少なくとも一部が含まれる地図
データ領域の地図データと、地図データ領域に関連付けられている地物図形データとのう
ち未だ受信していない地図データ及び地物図形データを前記サーバから受信するステップ
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と、
　前記クライアントが、受信した地図データ及び地物図形データを用いて地図及び地物図
形を表示するステップとを備える地図表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地物に関する情報を参照可能な地図表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、クライアントが有する表示部に表示される地図の上に地物情報を表示する地図表
示システムが知られている。サーバは地図データ及び地物に関する地物情報を記録してお
り、クライアントはサーバから地図データ及び地物情報を受信すると、地図データを用い
て地図を表示すると共に、地物表示が示す地物に関連する地物情報を地物表示の範囲内に
表示する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、地図上における地物表示の面積が限られているため、地物表示の範囲内に表示
可能な地物情報が制限される。そのためユーザが所望する地物情報を十分に表示できない
おそれがある。
【０００４】
　本発明はこの問題を鑑みてなされたものであり、地物に関連する詳細な地物情報をユー
ザが容易に参照可能な地図表示システムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願第１の発明による地図表示システムは、地物を示す地物表示を有する地図と地物表
示に対応する地物図形とを同時に表示する地図表示部と、地図表示部に表示された地物図
形を選択する地物選択手段と、地物に関連する情報である地物情報を表示する地物情報表
示部と、選択された地物図形が対応する地物に関連する地物情報を記録する情報記録手段
とを備え、地物情報表示部は、地図と重複しない位置に表示され、地物図形が選択された
とき、選択された地物図形に対応する地物に関連する地物情報を情報記録手段から読み出
して表示することを特徴とする。地物は、概念的な領域、例えば、都道府県や市区町村、
街区などの領域を含む。
【０００６】
　地図表示システムは、地物情報表示部に表示された地物情報を選択する地物情報選択手
段と、地物情報表示部に表示された地物情報に関連する詳細地物情報を表示する地物情報
詳細表示部とをさらに備え、地物情報詳細表示部は、地物情報が選択されたとき、選択さ
れた地物情報に関連する詳細地物情報を表示することが好ましい。
【０００７】
　地物情報は相互に関連する複数の階層を有し、地物情報表示部は、地物図形が選択され
たとき、選択された地物図形に対応する地物に関連する地物情報のうち最上階層の地物情
報を表示するように構成されてもよい。地物情報を階層別に整理して表示することにより
、ユーザが地物情報を容易に把握することが可能になる。
【０００８】
　地図表示システムは、地物情報表示部に表示された地物情報を選択する地物情報選択手
段と、地物情報表示部に表示された最上階層の地物情報よりも下の階層の地物情報を表示
する地物情報詳細表示部とをさらに備え、地物情報詳細表示部は、地物情報が選択された
とき、選択された地物情報よりも下の階層の地物情報を表示するように構成されてもよい
。地物情報を階層別に整理して表示することにより、ユーザが地物情報を容易に把握する
ことが可能になる。
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【０００９】
　最上階層の地物情報は、地物図形に対応する建築物に関する情報であり、最上階層の地
物情報よりも下の階層の地物情報は建築物が有する施設に関する情報であることが好まし
い。地物情報を階層別に整理して表示することにより、ユーザが地物情報を容易に把握す
ることが可能になる。
【００１０】
　地物図形は地物表示の形状に応じた形状を有することが好ましい。これにより、ユーザ
は、地図上に表示された地物形状を違和感なく選択することが可能になる。
【００１１】
　地図表示部、地物選択手段、及び地図情報入力手段は端末装置に設けられ、情報記録手
段と端末装置とは通信手段を介して接続されてもよい。これにより、遠隔地に設けられた
端末装置を用いて地物情報を入力することが可能になる。
【００１２】
　通信手段はインターネットであってもよい。これにより、遠隔地に設けられた端末装置
を用いて地物情報を入力することが容易になる。
【００１３】
　本願第２の発明による地図表示プログラムは、地物を示す地物表示を有する地図と地物
表示に対応する地物図形とを同時に表示する地図表示ステップと、地図表示部に表示され
た地物図形を選択する地物選択ステップと、選択された地物図形が対応する地物に関連す
る地物情報を記録する情報記録ステップと、地物図形が選択されたとき、選択された地物
図形に対応する地物に関連する地物情報を情報記録手段から読み出して表示する地物情報
表示ステップとをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、地物に関連する詳細な地物情報をユーザが容易に参照可能な地図表示
システムを得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明における地図表示システムの一実施形態について添付図面を参照して説明
する。図１はネットワークを介して接続された情報記録手段すなわちサーバＢと、複数の
端末装置すなわち第１～第ｎクライアントＡ１からＡｎとを概念的に示した図である。こ
こで、ｎは１以上の整数である。第１～第ｎクライアントＡ１～Ａｎは、ネットワーク、
例えばインターネットを介してサーバＢと通信可能である。
【００１６】
　第１～第ｎクライアントＡ１～Ａｎは、クライアント制御部３０Ａ１～３０Ａｎ、入力
部４０Ａ１～４０Ａｎ、及び表示部５０Ａ１～５０Ａｎを各々有する。クライアント制御
部３０Ａ１～３０Ａｎは、第１～第ｎクライアントＡ１～Ａｎの各部の制御、及びサーバ
Ｂとのデータの送受信を行う。入力部４０Ａ１～４０Ａｎは、キーボードやポインティン
グデバイス等の入力装置であり、ユーザはこれらを用いて第１～第ｎクライアントＡ１～
Ａｎにデータを入力する。入力されたデータはクライアント制御部３０Ａ１～３０Ａｎに
より処理され、例えばサーバＢに送信される。表示部５０Ａ１～５０Ａｎは、サーバＢか
ら受信したデータの表示、及び入力部４０Ａ１～４０Ａｎを用いて入力されたデータ等を
表示する。
【００１７】
　サーバＢはサーバ制御部３０Ｂ及びサーバ記録部６０Ｂを備える。サーバ制御部３０Ｂ
はネットワークを介してクライアント制御部３０Ａ１～３０Ａｎとデータを送受信する。
サーバ制御部３０Ｂはサーバ記録部６０Ｂからデータを読み出して送信、あるいは受信し
たデータをサーバ記録部６０Ｂに記録する。
【００１８】
　サーバ記録部６０Ｂには地図データ及び地物情報が記録される。地物情報は地図データ
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が有する地物に関連付けて記録される。
【００１９】
　表示部５０Ａ１～５０Ａｎには、地図データを用いて地図が表示される。地図上には、
地上に存在する天然又は人工の物体、すなわち地物を上空から見た形状に略合致した二次
元形状である地物表示が表示される。地物表示は地図の一部として表示されるものであり
、その形状、位置は座標により特定されない。地物表示上には、地物表示の二次元形状に
略合致した二次元形状を有する地物図形が表示される。地物図形は、地図上において地物
表示と同じ位置に同じ形状で表示される図形であり、その形状は世界測地系による座標を
用いて定められる。この座標は地物固有の地物ＩＤと共に地物図形データとしてサーバ記
録部６０Ｂに記録される。
【００２０】
　図２を用いて地図表示と地図データ及び地物図形データとの関係について説明する。
【００２１】
　まず、第ｎクライアントＡｎとサーバＢとの間で行われる送受信の前に予めサーバ記録
部６０Ｂに記録されるデータについて説明する。
【００２２】
　地図は複数の地図データ領域に分割されてサーバ記録部６０Ｂにあらかじめ記録されて
いる。図２では、地図の一部が分割線１２１、１２２、１２３、１２４により地図データ
領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３に分割されて示される。
【００２３】
　地図には地物表示が表示され、地図上において地物表示と同じ位置に同じ形状で地物図
形α、β、γ、δ、εが表示される。地物図形αは地図データ領域Ｂ１とＢ２に位置し、
地物図形βは地図データ領域Ａ２に、地物図形γは地図データ領域Ｂ１とＣ１に、地物図
形δは地図データ領域Ｂ３とＣ３に、地物図形εは地図データ領域Ａ１にそれぞれ位置す
る。
【００２４】
　地物図形は地物を上空から見た形状における頂点の座標であらかじめ定義される。例え
ば地物図形αは座標の集合（α１，α２，α３，α４）により定義される。α１、α２、
α３、α４は地物図形αにおける各頂点の世界測地系による座標である。同様にして地物
図形βは座標の集合（β１，β２，β３，β４）により、地物図形γは座標の集合（γ１
，γ２，γ３，γ４）により、地物図形δは、座標の集合（δ１，δ２，δ３，δ４）に
より、地物図形εは座標の集合（ε１，ε２，ε３，ε４）により、あらかじめ各々定義
される。これらの座標は地物図形データを構成し、地物ごとに割り当てられる地物ＩＤと
共にサーバ記録部６０Ｂに記録される。
【００２５】
　各地図データ領域には、地物表示のうち少なくとも一部を含む地物表示の地物図形デー
タをあらかじめ関連付ける。すなわち、地図データ領域Ａ１には地物図形εの地物図形デ
ータが、地図データ領域Ａ２には地物図形βの地物図形データが、地図データ領域Ｂ１に
は地物図形α、γの地物図形データが、地図データ領域Ｂ２には地物図形αの座標が、地
図データ領域Ｂ３には地物図形δの地物図形データが、地図データ領域Ｃ１には地物図形
γの地物図形データが、地図データ領域Ｃ３には地物図形δの地物図形データが、あらか
じめそれぞれ関連付けられる。地図データ領域Ａ３、Ｃ２には地物図形が存在しないため
、これらの地図データ領域に関連付けられる地物図形データはない。
【００２６】
　次に第ｎクライアントＡｎとサーバＢとの間で行われる地図データ及び地物図形データ
の送受信について説明する。
【００２７】
　第１の表示領域１００は、現在、表示部５０Ａｎに表示されている地図の領域を示す。
この領域を表示するために、第ｎクライアントには地図データ領域Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ
２の地図データと、地図データ領域Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２に関連付けられている地物表
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示の地物図形データ、つまり地物図形α、β、γ、εの地物図形データとが送信されてい
る。第ｎクライアントは地図データと地物図形データとを受信して、地物図形データをＳ
ＶＧ（Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ）言語で記述し、地図及び地
物図形として表示する。このとき、地物図形は、地図上に示された地物表示と同じ形状か
つ同じ位置に、地物の属性に応じた色、例えば薄緑色を用いて表示される。
【００２８】
　ユーザが表示部５０Ａｎに第２の表示領域１０１を表示するとき、第ｎクライアントは
地図データ領域Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２の地図データと地物図形α、β、εの地物図形デ
ータとを必要とする。しかし、これらのデータは第１の表示領域を表示するときに既に第
ｎクライアントが受信しているデータである。そのため、第ｎクライアントは何らの地図
データ及び地物図形データをサーバＢに要求しなくても、第２の表示領域１０１を表示す
ることが可能である。
【００２９】
　次に、ユーザが表示部５０Ａｎに第３の表示領域１０２を表示するとき、第ｎクライア
ントは地図データ領域Ｂ２、Ｂ３の地図データと地物図形α、δの地物図形データとを必
要とする。これらのデータのうち、地図データ領域Ｂ２の地図データと地物図形αの地物
図形データとを第ｎクライアントは既に受信している。一方、地図データ領域Ｂ３の地図
データと地物図形δの地物図形データとを第ｎクライアントは未だ受信していない。その
ため、第ｎクライアントは地図データ領域Ｂ３の地図データと地物図形δの地物図形デー
タとをサーバＢに要求する。そして、第ｎクライアントは地図データと地物図形データと
を受信して、地物図形データをＳＶＧ（Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｇｒａｐｈｉ
ｃｓ）言語で記述し、地図及び地物図形として表示する。
【００３０】
　これにより、サーバＢと第ｎクライアントとの間で生じるデータの送受信回数を減らし
て、表示部５０Ａｎに地図及び地物図形を迅速に表示することが可能となる。
【００３１】
　次に、図３から６を参照して、地物情報を表示する処理である地物情報表示処理につい
て説明する。
【００３２】
　ステップＳ３１において、ユーザが所望の地点の周辺地図を閲覧しようとするとき、ユ
ーザは表示部５０Ａｎの地図表示部３２１に表示された地図を参照しながら、表示されて
いる地図上において閲覧したい地点を入力部、例えばマウスを操作して選択、つまりクリ
ックする。クリックされたとき処理はステップＳ３３へ移行する。ステップＳ３３では、
クライアント制御部３０Ａｎはクリックされた地点の緯度・経度及び表示したい地図の範
囲を地図リクエスト信号としてサーバＢに送信する。サーバＢでは、サーバ制御部３０Ｂ
が地図リクエスト信号を受信して、サーバ記録部６０Ｂにクリックされた地点の緯度・経
度及び表示したい地図の範囲に相当する地図データ、並びに地図データの範囲に含まれる
地物の地物図形データを要求する。サーバ記録部６０Ｂは相当する地図データ及び地物図
形データをサーバ制御部３０Ｂに送信し、サーバ制御部３０Ｂは第ｎクライアントＡｎに
地図データを送信する。そして処理はステップＳ３４へ移行する。
【００３３】
　ステップＳ３１において閲覧したい地点が選択されないときには処理はステップＳ３２
へ移行する。ステップＳ３２において、ユーザが表示したい住所又は地物名称を表示部５
０Ａｎに表示された住所入力ボックスに入力して表示部５０Ａｎに表示された検索ボタン
をクリックすると、処理はステップＳ３３へ移行する。そうでない場合、処理は終了する
。ステップＳ３３では、クライアント制御部３０Ａｎは入力された住所又は地物名称及び
表示したい地図の範囲を地図リクエスト信号としてサーバＢに送信する。サーバＢでは、
サーバ制御部３０Ｂが地図リクエスト信号を受信して、サーバ記録部６０Ｂに入力された
住所又は地物名称及び表示したい地図の範囲に相当する地図データ、並びに地図データの
範囲に含まれる地物の地物図形データを要求する。サーバ記録部６０Ｂは相当する地図デ
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ータ及び地物図形データをサーバ制御部３０Ｂに送信し、サーバ制御部３０Ｂは第ｎクラ
イアントＡｎに地図データを送信する。そして処理はステップＳ３４へ移行する。
【００３４】
　ステップＳ３４では、クライアント制御部Ａｎが地図データ及び地物図形を受信し、ク
リックされた地点、又は入力された住所若しくは地物名称に相当する地点が表示部の中心
となるように地図及び地物図形を地図表示部３２１に表示する（図４参照）。図４におい
て斜線を用いてハッチングされて示される図形が地物図形である。
【００３５】
　ステップＳ３５において、クライアント制御部３０Ａｎは地物図形、例えば建物３３１
に重ねられた地物図形がマウスによりクリックされたか否かを判断する。マウスは、ユー
ザが入力部４０Ａｎを操作することにより動かされる。クリックされたときには処理はス
テップＳ３６へ移行する。クリックされないときには処理は終了する。
【００３６】
　次にステップＳ３６では、クライアント制御部３０Ａｎはクリックされた地物図形の地
物ＩＤを地物図形リクエスト信号としてサーバＢに送信する。サーバＢでは、サーバ制御
部３０Ｂが地物図形リクエスト信号を受信して、建物３３１に対応する地物情報をサーバ
記録部６０Ｂに要求する。サーバ記録部６０Ｂは建物３３１に対応する地物情報をサーバ
制御部３０Ｂに送信し、サーバ制御部３０Ｂは第ｎクライアントＡｎに地物情報を送信す
る。そして処理はステップＳ３７へ移行する。
【００３７】
　ステップＳ３７では、クライアント制御部Ａｎが地物情報を受信し、地図表示部３２１
に隣接して設けられる地物情報表示部３４１に地物情報を表示する（図４参照）。地物情
報表示部３４１は、地図表示部３２１とは異なる位置に表示され、地図表示部３２１が表
示する地図を覆い隠さない。
【００３８】
　地物情報表示部３４１には、地物名称、例えば建物名称４１２、及びその建物に入居す
るテナント名称４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃが表示される。建物名称４１２の下には建
物の住所が表示され、テナント名称４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃはテナントが入居する
階ごとに分けて表示される。これらの地物名称の表示にはハイパーリンクが設定され、ハ
イパーリンクがクリックされると、後述するように各地物名称が対応する地物の詳細情報
が表示される。
【００３９】
　さらに地物情報表示部３４１は、検索テキストボックス４２１、及び検索ボタン４２２
を有する。ユーザは検索テキストボックス４２１に検索したい地物の名称を入力し、検索
ボタン４２２をマウスでクリックする。第ｎクライアントＡｎはサーバＢに入力された地
物名称を送信する。地物名称を受信したサーバＢは地物名称に対応する地物情報を検索し
て第ｎクライアントＡｎに返信する。第ｎクライアントＡｎは地物情報を受信して地物情
報表示部３４１に表示する。
【００４０】
　ステップＳ３８では、ユーザがマウスを操作して地物名称の表示に設定されたハイパー
リンクをクリックしたか否かが判断される。ユーザがクリックした場合、ステップＳ３９
においてクライアント制御部３０Ａｎはクリックされた地物名称を地物情報リクエスト信
号としてサーバＢに送信する。サーバＢでは、サーバ制御部３０Ｂが地物情報リクエスト
信号を受信して、クリックされた地物名称に対応する地物情報をサーバ記録部６０Ｂに要
求する。サーバ記録部６０Ｂは対応する地物情報をサーバ制御部３０Ｂに送信し、サーバ
制御部３０Ｂは第ｎクライアントＡｎに地物情報を送信する。そして処理はステップＳ４
０へ移行する。ステップＳ３８においてハイパーリンクがクリックされないとき、処理は
終了する。
【００４１】
　次にステップＳ３８において建物名称４１２の表示がクリックされたときのステップＳ
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４０における動作について説明する。
【００４２】
　ステップＳ４０では、地物名称に対応した地物の詳細な地物情報が表示される。この表
示は、表示部５０Ａｎに新たに第１の詳細情報表示部６１１を設け、その中に建物３３１
の詳細な地物情報を表示することにより行われる（図５参照）。
【００４３】
　第１の詳細情報表示部６１１に表示される詳細な地物情報は、建物３３１の名称６２１
、解説６２２、住所６２３、フロアリスト６２４、建物３３１周辺の地図６２５、建物３
３１に関連するハイパーリンク６２６、及び建物３３１に関連する情報を入力するための
ウェブページに遷移するためのハイパーリンク６２７である。
【００４４】
　建物３３１の解説６２２には、例えば建物３３１の所有者、規模、入居者の概略が表示
される。
【００４５】
　建物３３１周辺の地図６２５は、第１の詳細情報表示部６１１の右上に表示される。建
物３３１周辺の地図をマウスを用いてクリックすると、地図表示部３２１及び地物情報表
示部３４１が表示される（図４参照）。
【００４６】
　建物３３１に関連するハイパーリンク６２６は、例えば建物３３１の案内が記載された
ウェブページへのハイパーリンクである。
【００４７】
　建物３３１に関連する情報を入力するためのウェブページに遷移するためのハイパーリ
ンク６２７をマウスを用いてクリックすると、ユーザは建物３３１の地物情報として新た
な情報を入力することが可能である。入力された情報はネットワークを介してサーバ記録
部６０Ｂに記録される。
【００４８】
　建物３３１のフロアリスト６２４には、建物３３１に入居するテナントの名称４１３ａ
、４１３ｂ、４１３ｃが、入居する階ごとに分けて表示される。これらのテナント名称４
１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃの表示にはハイパーリンクが設定される。これらのテナント
名称４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃの表示をクリックすると、表示部５０Ａｎに第２の詳
細情報表示部７１１が表示される。クリックから表示までの処理はステップＳ３８からＳ
４０までの処理と同様である。
【００４９】
　次にステップＳ３８において地物情報表示部３４１に表示されるテナント名称４１３ａ
、４１３ｂ、４１３ｃがクリックされたときのステップＳ４０における動作について説明
する。なお、第１の詳細情報表示部６１１に表示されるテナント名称４１３ａ、４１３ｂ
、４１３ｃがクリックされたときも同様の処理が行われる。
【００５０】
　ステップＳ４０では、テナント名称に対応した地物の詳細な地物情報が表示される。こ
の表示は、表示部５０Ａｎに新たに第２の詳細情報表示部７１１を設け、その中に例えば
テナント名称４１３ａを有するテナントの詳細な地物情報を表示することにより行われる
（図６参照）。
【００５１】
　第２の詳細情報表示部７１１に表示される詳細な地物情報は、テナント名称７２１、テ
ナント名称７１２を有するテナントの解説７２２並びに住所７２３、テナントの取扱品目
７２４、建物３３１の名称７２５、建物３３１周辺の地図７２６、テナントに関連するハ
イパーリンク７２７、及びテナントに関連する情報を入力するためのウェブページに遷移
するためのハイパーリンク７２８である。
【００５２】
　テナントの解説７２２には、例えばテナントの営業品目、規模の概略が表示される。
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【００５３】
　テナントの取扱品目７２４には、例えばテナントが飲食店である場合にはメニューが表
示される。
【００５４】
　建物３３１の名称７２５には、ハイパーリンクが設定される。これをマウスによりクリ
ックすると、表示部５０Ａｎに第１の詳細情報表示部６１１が表示される（図５参照）。
【００５５】
　建物３３１周辺の地図７２６は、第２の詳細情報表示部７１１の右上に表示される。建
物３３１周辺の地図をマウスを用いてクリックすると、地図表示部３２１及び地物情報表
示部３４１が表示される（図４参照）。
【００５６】
　テナントに関連するハイパーリンク７２７は、例えばテナントが有するウェブページや
、テナントが紹介されているウェブページへのハイパーリンクである。
【００５７】
　テナントに関連する情報を入力するためのウェブページに遷移するためのハイパーリン
ク７２８をマウスを用いてクリックすると、ユーザはテナントの地物情報として新たな情
報を入力することが可能である。入力された情報はネットワークを介してサーバ記録部６
０Ｂに記録される。
【００５８】
　そして地物情報表示処理が終了する。
【００５９】
　本発明によれば、ユーザが地物図形をクリックしたとき、地物情報は、地図表示部３２
１とは異なる地物情報表示部３４１に表示される。ユーザが表示された地物情報をクリッ
クすると、表示部５０Ａｎは、第１又は第２の詳細情報表示部を表示して詳細な地物情報
を表示する。そのため地図上において１つの地物表示に対し多数あるいは詳細な地物情報
が表示されてしまうことがない。これにより、ユーザは、地物に関連する詳細な地物情報
を容易に参照することが可能となる。
【００６０】
　なお、本明細書においては第ｎクライアントとサーバとがネットワークを介してデータ
の送受信を行うとして説明したが、第ｎクライアントとサーバとが１つのコンピュータに
設けられるプログラム又は装置であって、互いにデータの送受信を行うものであってもよ
い。
【００６１】
　また、地物図形は世界測地系による座標を用いて定められなくてもよく、表示部５０Ａ
ｎ上において地物の位置を特定しうる座標系により定められればよい。
【００６２】
　ステップＳ３５において、クライアント制御部３０Ａｎは、地物図形にクリックされた
か否かを判断するが、地物図形にマウスポインタＭＰが一定時間の間、重ねられたか否か
を判断し、一定時間の間、重ねられたときにステップＳ３６へ移行してもよい。
【００６３】
　さらに、地物図形は二次元に限定されず、地図又は地物表示が三次元で表現されるとき
には三次元で地図上に表現されてもよい。このとき、地物図形データは三次元の座標によ
り構成される。
【００６４】
　本明細書において開示された実施形態では、地物の一例として建築物を用いたが、地物
は、概念的な領域、例えば、都道府県や市区町村、街区などの領域であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明による地図表示システムを概念的に示した図である。
【図２】地図表示を概念的に示した図である。
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【図３】地図情報表示処理のフローチャートである。
【図４】表示部に表示された地図及び地物情報を概略的に示した図である。
【図５】表示部に表示された詳細な地物情報を概略的に示した図である。
【図６】表示部に表示された詳細な地物情報を概略的に示した図である。
【符号の説明】
【００６６】
　Ａ１　第１クライアント
　３０Ａ１　クライアント制御部
　４０Ａ１　入力部
　５０Ａ１　表示部
　Ｂ　サーバ
　３０Ｂ　サーバ制御部
　６０Ｂ　サーバ記録部
　３２１　地図表示部
　３４１　地物情報表示部
　ＭＰ　マウスポインタ
　６１１　第１の詳細情報表示部
　７１１　第２の詳細情報表示部

【図１】 【図２】
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